
厚生労働省　附属書類　様式２－２

部局別等のコスト内訳

政策：3.働く人が安心して安全で快適に働くことができる環境を整備すること (単位：百万円）

一般会計

労働基準局 雇用環境・均等局 年金局 政策統括官 都道府県労働局 中央労働委員会 労働基準局 都道府県労働局  職業安定局  政策統括官

3,578                       121                         227                         1,198                       7,066                       933                         1,571                       31,552                     -                             -                             -                             46,249                     

1,186                       40                           75                           397                         93                           65                           65                           1,207                       -                             -                             -                             3,132                       

374                         12                           23                           125                         12                           14                           110                         2,085                       -                             -                             -                             2,758                       

Ⅲ 事業コスト 727                         -                             1                             406                         570                         314                         936,573                   92,746                     25,574                     291                         △ 71,965                 985,241                   

(1)労働条件の確保・改善を図ること 613                         -                             -                             -                             570                         -                             -                             -                             -                             -                             -                             1,183                       

(2)労働者が安全で健康に働くことができる職場づくりを推進
すること

-                             -                             -                             -                             -                             -                             20,205                     6,595                       -                             -                             △ 81                       26,719                     

(3)労働災害に被災した労働者等に対し必要な保険給付を行
うとともに、その社会復帰の促進等を図ること

114                         -                             1                             -                             -                             -                             876,182                   26,396                     -                             -                             △ 8,213                   894,480                   

(4)安定した労使関係等の形成を促進すること -                             -                             -                             406                         -                             314                         402                         -                             -                             291                         -                             1,414                       

(5)労働保険適用徴収業務の適正かつ円滑な実施を図ること -                             -                             -                             -                             -                             -                             39,783                     59,754                     25,574                     -                             △ 63,671                 61,442                     

5,867                       173                         328                         2,127                       7,742                       1,327                       938,322                   127,591                   25,574                     291                         △ 71,965                 1,037,381                 

相殺消去 合　計
労働保険特別会計

コスト計(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

区　　　　　分

Ⅰ 人にかかるコスト

Ⅱ ①物にかかるコスト

　 ②庁舎等（減価償却費）


